
 2023年6月6日時点
【企業会計基準委員会　ASBJ】

■公開草案公表中
項目 内容 ステータス

リースに関する会計
基準

日本基準を国際的に整合性のあるものとする取
組みの一環として、借手のすべてのリースにつ
いて資産及び負債を認識するリースに関する会
計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏
まえた検討が行われている。
合わせて、リースの貸手の収益認識に関する会
計処理（リース業における割賦販売取引の会計
処理を含む。）について検討が行われている。

2023年5月2日に、企業会計基準公開草案第73
号「リースに関する会計基準（案）」等（コメン
ト期限：2023年8月4日）が公表されている。

資金決済法上の「電
子決済手段」の発
行・保有等に係る会
計上の取扱い

2022年8月に企業会計基準諮問会議から提言を
受け、資金決済法上の「電子決済手段」の発行
及び保有等に係る会計上の取扱いについて、検
討が行われている。

2023年5月31日に、実務対応報告公開草案第66
号「資金決済法における特定の電子決済手段の
会計処理及び開示に関する当面の取扱い（案）」
等（コメント期限：2023年8月4日）が公表され
ている。

■専門委員会で審議中
項目 内容 ステータス

金融商品に関する会
計基準

日本基準を国際的に整合性のあるものとする取
組みの一環として、予想信用損失モデルに基づ
く金融資産の減損についての会計基準の開発に
向けて、検討が行われている。
なお、金融資産及び金融負債の分類及び測定に
ついては、今後、会計基準の開発に着手するか
否かについて判断する予定とされている。

2022年4月に、予想信用損失モデルに基づく金
融資産の減損についての会計基準の開発におい
て、IFRS第9号「金融資産」の相対的アプローチ
を採用したモデル（ECLモデル）と米国会計基準
におけるモデル（CECLモデル）のどちらのモデ
ルを開発の基礎とするかの選択の方向性につい
て審議が行われ、ECLモデルを開発の基礎として
検討が進められている。
現在、国際的な比較可能性を確保することを重
視し、IFRS第9号を適用した場合と同じ実務及び
結果となると認められる会計基準の開発を目的
として審議が行われている。

パーシャルスピンオ
フの会計処理

2023年3月に企業会計基準諮問会議から提言を
受け、事業を分離・独立させる手段であるスピ
ンオフに関して、スピンオフ実施会社に一部の
持分を残すスピンオフの会計処理について、検
討が行われている。

2023年4月より検討が開始されている。

四半期報告書制度の
見直しへの対応

金融商品取引法上の四半期報告書制度の見直し
への対応として、四半期財務諸表に関する会計
基準等の改正又は修正について、検討を行うこ
とが予定されている。

今後、検討を開始することが予定されている。

金融商品取引法上の
「電子記録移転権利」
又は資金決済法上の
「暗号資産」に該当
するICOトークンの
発行・保有等に係る
会計上の取扱い

資金決済法上の「暗号資産」に該当するICOトー
クンの発行・保有等に係る会計上の取扱いにつ
いて検討が行われている。

資金決済法上の「暗号資産」に該当するICOトー
クンの発行・保有等に係る会計上の取扱いにつ
いては、2022年3月15日に、「資金決済法上の
暗号資産又は金融商品取引法上の電子記録移転
権利に該当するICOトークンの発行及び保有に係
る会計処理に関する論点の整理」が公表された。
2022年6月8日にコメントが締め切られ、現在、
論点整理に寄せられたコメントへの対応が検討
されている。
このうち、暗号資産の発行者が発行時に自己に
割り当てた暗号資産の会計上の取扱いについて、
2022年11月7日の第490回企業会計基準委員会
において審議が行われ、ASBJにおける議論の内
容を周知するために、議事概要別紙（https://
www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/ 
20221107_490g_02.pdf）が公表された。

会計基準等開発動向
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項目 内容 ステータス

グローバル・ミニマ
ム課税に関する改正
法人税法への対応

グローバル・ミニマム課税に関する法人税法の
改正への対応については、今後、企業会計基準
第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する
会計基準」及び企業会計基準適用指針第28号「税
効果会計に係る会計基準の適用指針」等の会計
基準等の改正の要否を検討することとされてい
る。

今後、検討することが予定されている。

子会社株式及び関連
会社株式の減損との
れんの減損の関係

JICPAから公表されている会計制度委員会報告第
7号「連結財務諸表における資本連結手続に関す
る実務指針」に定められる連結財務諸表におけ
るのれんの追加的な償却処理について、子会社
株式及び関連会社株式の減損とのれんの減損の
関係を踏まえ、検討が行われている。

2017年10月より検討が開始されている。

■企業会計基準諮問会議でテーマアップの要否を審議中
項目 内容 ステータス

株式報酬に関する会
計処理及び開示の取
扱いの整備について

（1） いわゆる現物出資構成による取引に関する会
計基準の開発

（2） 現金決済型の株式報酬取引に関する会計基準
の開発

（3） インセンティブ報酬に関する包括的な会計基
準の開発

第43回基準諮問会議（2021年11月29日開催）
においてテーマ提言がなされた。
（1）について、実務対応レベルとして、実務対応
専門委員会にテーマ評価を依頼するとされ、（2）
（3）について、会計基準レベルとして事務局にお
いて論点整理を行うとされた。
第44回基準諮問会議（2022年3月2日開催）で
は検討状況の報告を行うとともに、（1）から（3）
のテーマのうち、（1）のテーマ評価を優先させて
進めることとした。
第45回基準諮問会議（2022年7月20日）では、
（1）に係る現状のテーマ評価の検討状況について
説明がなされた。現在、（1）のテーマ評価を優先
しており、（2）及び（3）の検討には至っていない。

1人私募投信の会計
処理の明確化

昨今、いわゆる1人私募投信として、受益者単数
の投資信託が散見されるが、会計基準等では、
投資信託は受益者複数を前提とした会計処理し
か示されていないため、1人私募投信の会計処理
の明確化を検討するもの。

第47回基準諮問会議（2023年3月1日開催）に
おいて、実務対応レベルとして、金融商品専門
委員会にテーマ評価を依頼するとされた。

■今後、開発に着手するか否かを判断
項目 内容 ステータス

該当なし

■その他の日本基準の開発に関する事項
項目 内容 ステータス

JICPAが公表した実
務指針等の移管

JICPAが公表した実務指針等をASBJに移管するに
当たり、移管のアプローチ等について検討を行
う。あわせて、会計基準等の利用者における利
便性を向上させることを目的として、会計基準
等を体系化するための取組みについて検討を行
うこととされている。

JICPAが公表した実務指針等の移管に着手する前
の段階において、移管のアプローチ等に関する
意見募集を行う。当該意見募集文書は、2023年
6月までに公表することが目標とされている。
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項目 内容 ステータス

適用後レビューの実
施

ASBJが開発する会計基準の適正手続（デュー・
プロセス）は、公益財団法人財務会計基準機構
の理事会が定める「企業会計基準及び修正国際
基準の開発に係る適正手続に関する規則」（以下
「適正手続規則」という。）に規定されており、
適正手続規則では、適用後レビューの実施が定
められている。

「開示に関する適用後レビューの実施計画」が作
成され、2017年12月26日に適正手続監督委員
会に報告されている。
現在、「開示に関する適用後レビューの実施計画」
に基づき適用後レビューの作業が実施されてい
る。

【サステナビリティ基準委員会　SSBJ】

■委員会で審議中
項目 内容 ステータス

日本版S1プロジェ
クト

SSBJが開発する基準を国際的に整合性のあるも
のとする取組みの一環として、ISSBのS1基準
（サステナビリティ関連財務情報開示に関する全
般的要求事項）に相当する基準の開発を行う。

2023年1月に、ISSBのS1基準に相当するサステナ
ビリティ開示基準の開発に着手することが決定さ
れた。
ISSBよりS1基準の確定基準が2023年6月末までに
公表されることを前提に、2023年度中（遅くとも
2024年3月31日まで）の公開草案の公表を目標と
して審議が行われる予定である。
なお、論点リストが2023年4月6日付で更新されて
いる。

日本版S2プロジェ
クト

SSBJが開発する基準を国際的に整合性のあるも
のとする取組みの一環として、ISSBのS2基準
（気候関連開示）に相当する基準の開発を行う。

2023年1月に、ISSBのS2基準に相当するサステナ
ビリティ開示基準の開発に着手することが決定さ
れた。
ISSBよりS2基準の確定基準が2023年6月末までに
公表されることを前提に、2023年度中（遅くとも
2024年3月31日まで）の公開草案の公表を目標と
して、審議が行われる予定である。
なお、論点リストが2023年4月6日付で更新されて
いる。

■今後、開発に着手するか否かを判断
項目 内容 ステータス

産業別の基準 ISSBのS2基準案に含まれていた「付録B『産業
別開示要求』」に関しては、ISSBの審議において、
当初は例示扱いとし、規範性がない（基準に準
拠した旨を表明する上で従うことが要求されな
い）ものとすることが暫定決定されている。

日本版S2プロジェクトにおいても、当初はISSB
のS2基準案の付録Bに相当する産業別の基準を
開発することはせず、ISSBにおいて規範性があ
るものとして位置付けられることになった場合
に、改めてSSBJとして当付録Bを踏まえた産業別
の基準を開発するかどうかを個別に検討するこ
ととされている。

【日本公認会計士協会　JICPA】
　会計制度委員会実務指針、監査・保証基準委員会実務指針及び業種別委員会実務指針のうち会計処理の原則及び
手続を定めたもの

■確定公表済
項目 内容 ステータス

該当なし
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■公開草案公表中
項目 内容 ステータス

企業会計基準公開草
案第73号「リース
に関する会計基準
（案）」等の公表に伴
う実務指針等の改正
及び廃止

ASBJから2023年5月2日に公表された企業会計
基準公開草案第73号「リースに関する会計基準
（案）」等に対応するため、会計制度委員会報告
第8号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フ
ロー計算書の作成に関する実務指針」、会計制度
委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務
指針」等の実務指針等について見直しを行うも
の。

2023年5月2日付で、左記実務指針等の改廃に関す
る公開草案が公表され、2023年8月4日まで意見募
集が行われている。

会計制度委員会報告
第8号「連結財務諸
表等におけるキャッ
シュ・フロー計算書
の作成に関する実務
指針」の改正

ASBJから2023年5月31日に公表された実務対応
報告公開草案第66号「資金決済法における特定
の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当
面の取扱い（案）」及び企業会計基準公開草案第
79号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成
基準』の一部改正（そのX）（案）」（以下合わせ
て「実務対応報告案等」という。）に対応するた
め、キャッシュ・フロー実務指針について見直
しを行うもの。

2023年5月31日付で、左記実務対応報告等の改
正に関する公開草案が公表され、2023年8月4日
まで意見募集が行われている。

【金融庁】
項目 内容 ステータス

「財務計算に関する
書類その他の情報の
適正性を確保するた
めの体制に関する内
閣府令の一部を改正
する内閣府令（案）」
等

2023年4月7日の「財務報告に係る内部統制の評
価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統
制の評価及び監査に関する実施基準」の改訂に
より、以下の報告書の記載事項が追加されたこ
とに伴い、所要の改正を行うものである。

・内部統制報告書
　前年度に開示すべき重要な不備を報告した場
合には、内部統制報告書において、付記事項と
して、当該開示すべき重要な不備に対する是正
状況を記載

・訂正内部統制報告書
　事後的に内部統制の有効性の評価が訂正され
る際には、訂正内部統制報告書において、具体
的な訂正の経緯や理由等を記載

・内部統制監査報告書
　企業が内部統制報告書の内部統制の評価結果
において内部統制は有効でない旨を記載してい
る場合には、監査人はその旨を内部統制監査報
告書において監査人の意見に含めて記載

2023年4月10日付で左記改正案が公表され、
2023年5月12日にコメントが締め切られた。

なお、改正後の規定は、公布の日（2024年4月1
日）から施行する予定とされている。

四半期報告書制度の
廃止を含む金融庁関
連法律案等

・四半期報告書制度廃止
⑴上場会社に対する期中の業績等の開示につい
て、現在の３ヶ月ごとの開示から６ヶ月ごとの
開示に頻度を落とし（四半期報告書制度の廃止）、
上場会社に対して、四半期報告書に代わり半期
報告書の提出を義務付けることとし、四半期報
告書の提出に関する規定を削除する。
⑵参照方式の届出書、発行登録書類及び発行登
録追補書類、半期報告書及び半期報告書の確認
書並びに臨時報告書（これらの訂正書類も含む。）
の公衆縦覧期間を５年に延長する。

2023年3月14日に左記内容を含む「金融商品取
引法等の一部を改正する法律案」が国会に提出
され、審議中である。
施行期日は、原則として、公布の日から起算し
て1年を超えない範囲内において政令で定める日
から施行することとされている。
ただし、四半期報告書制度の廃止に関連する規
定は、2024年4月1日から施行し（附則第1条第
3号）、この施行の日より前に開始した四半期に
ついては従前の例による（附則第2条第1号）と
されている。
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項目 内容 ステータス

「『財務諸表等の用
語、様式及び作成方
法に関する規則』の
取扱いに関する留意
事項について（財務
諸表等規則ガイドラ
イン）」等の改正（案）

外国会社が有価証券届出書等の提出に際し、そ
の本国又は本国以外の本邦外地域で開示又は作
成している財務計算に関する書類を財務書類と
して提出すること等を「金融庁長官が公益又は
投資者保護に欠けることがないものとして認め
る場合」に係る判断基準の明確化を図るもので
ある。

2023年5月12日付で左記改正案が公表され、
2023年6月12日まで意見募集が行われている。

【法務省】
項目 内容 ステータス

該当なし
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